
 

 

令和２年１１月２６日 

 

本県の新規感染者数は、１１月以降増加をしており、１１月１９日には「三重県指針」ver.

７を発出し、特措法に基づく協力の要請を県民の皆さんにさせていただいたところでありま

すが、その後も、感染者数が２０人前後の日が続き、本日は過去最多の２７人となり、大変

厳しい状況となっています。 

県内におきまして、直近１ヶ月の間に４事例のクラスターが発生しています。クラスター

の発生により家族などへの２次感染、さらにそこからの３次感染などへと広がる可能性があ

ります。県としましてもクラスターの早期収束に向け全力で取り組んでまいりますが、事業

者の皆様におかれましては、店舗や施設での感染防止対策をあらためてしっかりと実施いた

だきますようお願いをいたします。 

とりわけ医療機関、社会福祉施設においては、人の命に直結する仕事であり、これまでも

細心の注意を払い、感染防止対策を徹底していただいており感謝を申し上げますが、残念な

ことに直近において医療機関でクラスターが発生し、介護施設においても感染者が発生して

いますので、患者や利用者の方々が重症化しないよう、より一層の感染防止対策の徹底をお

願いをいたします。 

県民の皆様におかれましては、これ以上感染拡大をさせないため、「飲酒を伴う懇親会等」、

あるいは「大人数や長時間に及ぶ飲食」、休憩時間など「居場所の切り替わり」など感染リ

スクの高まる「５つの場面」に十分にご注意いただき、十分な換気、マスクの着用、手洗い、

手指消毒、人との距離の確保など基本的な感染対策をしっかりととっていただくようお願い

をいたします。また、外国人住民と思われる方の感染も引き続き発生をしています。県とし

ましても、外国人住民を含め県内にお住まいの方全てに感染防止対策などの情報が届くよう

取組を進めてまいります。 

 

全国的にも、１１月２４日に開催された厚生労働省のアドバイザリーボードや昨日開催さ

れました政府分科会において、このままの状況が続けば、医療提供体制などに重大な影響を

生じる恐れがあるとの見解が示されており、感染拡大が続いています。 

そのような状況をふまえ、GoToトラベル事業について見直しが行われ、札幌市、大阪市を

目的地とする旅行は適用除外となっています。 

 

こうした中、県民の皆様に県外への移動についてお願いをしたいと思います。 

まず、GoToトラベル事業の対象外となった札幌市、大阪市への移動について、北海道、大

阪府においてそれぞれ感染拡大により医療体制のひっ迫が懸念されると判断されたことに

鑑み、両市への不要不急の移動は避けていただくようお願いをいたします。 

また、今後、対象外となる地域が追加された場合は、同様の対応をお願いしたいと思いま

す。 

 

その他の地域へ移動される場合においても、感染リスクの高まる「５つの場面」にご注意

いただき、感染防止対策の徹底をお願いします。 

 



 

 

次に県外の皆様へのお願いとなります。本県は GoTo トラベル事業の対象外ではありませ

んが、本県を訪問いただく際は、体調が悪い場合は来県を控えていただくとともに、マスク

の着用、手指消毒、人との距離の確保などしっかりと感染防止対策をとり、お食事の際には、

箸やコップを使い回さない、飲酒は適度な量で、感染防止対策をしっかりと行っている店を

ご利用いただくなど、感染リスクの高まる「５つの場面」にお気をつけいただくようお願い

をいたします。 

 

 これからより一層寒くなり、体調を崩しやすい時期となります。県としましても引き続き、

感染拡大防止に取り組んでまいりますが、冒頭にも申し上げましたとおり、県民の皆様、事

業者の皆様におかれましても、これまで以上に感染防止対策の徹底をお願いをいたします。 

 

また、繰り返しのお願いでありますけれども、感染された方、そのご家族、あるいは医

療従事者の方々などに対する差別、偏見、誹謗中傷などについては厳にやめていただき、

その人との戦いではなく、ウイルスとの戦いでありますので、誹謗中傷などについては、

絶対に行わないようにしてください。 

 

（資料を掲示）それであらためてになりますけれども、直近の感染状況、これ１週間の感

染状況です。１１月１９日にバージョン ver.７三重県指針を改定をし、そして特措法に基

づいて、感染防止の徹底や事業者のクラスターが発生してるところなどでの感染防止対策

の徹底についてお願いをいたしました。引き続き、感染拡大が続いているという状況で

す。 

そして、先ほども少し申し上げましたけれども、直近１ヶ月の間にですね、事業所、医

療機関、会食、これ複数になりますけれども、クラスターが４事例発生をしています。 

三重県全体では今のところ１２のクラスター発生したわけですが、その３分の１にあた

る４つが、直近１ヶ月以内に発生をしてるというようなことであります。この１９日にお

願いをいたしましたけど、あらためて、これ特措法に基づくお願いでありますけれども、

全国でクラスターが発生しているような施設は、ガイドラインなどに基づいて、感染防止

対策の徹底をあらためてお願いをしたいと思います。 

 

続いて、県民の皆様に対しての移動のお願いです。先ほど申し上げました GoToトラベル

の除外地域、つまり国で言うところのステージ３相当の地域について、札幌市、大阪市へ

の不要不急の移動は避けていただきたいというふうに思います。また、感染者が多数発生

しているこの適用除外になっていない地域でも、感染者が多数発生している地域もありま

すので、そういうところの都道府県へ移動される場合は、感染防止対策の徹底、とりわけ

感染リスクの高まる「５つの場面」に注意をしていただきたいと思います。 

 

あわせて、今回は県外の皆様へのお願いもあります。 

三重県にご訪問をいただく際、特に三重県は GoToトラベル事業の適用除外の場所ではあ

りませんので、観光の方もおみえだと思います。いずれにしましても、三重県に訪問いた

だく際は、この「５つの場面」に注意をしていただいて感染防止対策を徹底していただ



 

 

く。体調がすぐれない場合は、申し訳ありませんが、三重県への移動を避けていただく、

そういうふうにお願いしたいと思います。 

 

あらためて、「５つの場面」を申し上げたいと思います。 

飲酒を伴う懇親会、特に大声、回し飲み、箸の共用などによる感染リスクが高まりま

す。大人数、長時間に及ぶ飲食は、飛沫の感染リスクが高まります。マスクなしでの会話

も、飛沫の感染リスクが高まります。これはカラオケ、あるいは車中でも注意が必要で

す。また狭い空間での共同生活、寮とかそういうところでありますけれども、感染リスク

が高まります。また居場所の切り替わり、職場、というのは例えば休憩室、喫煙所など気

の緩み、環境の変化が感染リスクに繋がります。 

 

あらためてになりますけれども、以上のような点に注意をしていただき、最大限の警戒

感をもって、県の皆様、事業者の皆様にも、感染拡大防止にご協力をお願いをしたいと思

います。 

私からは以上です。 

 


